
�愛媛県告示第１１１１号
消費者安全法（平成２１年法律第５０号）第１０条第１項に規定する施

設について次のとおり公示する。

平成２１年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施設の名称及び住所

愛媛県消費生活センター

松山市山越町４５０番地

２ 消費生活相談等の事務を行う日及び時間

愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３号）に規

定する県の休日を除く日の午前９時から午後７時まで
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�愛媛県告示第１１１２号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２１年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

四国中央市金生町山田井字沼ヶ谷乙１５０の２、乙１５０の５３か

ら乙１５０の５５まで、乙１５０の７９

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字沼ヶ谷乙１５０の２、乙１５０の７９

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

四国中央市川之江町字大門山２８０８の１０（次の図に示す部分に

限る。）

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字大門山２８０８の１０（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

四国中央市富郷町豊坂字高野山丙３３４の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字高野山丙３３４の１（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

四国中央市柴生町字西ノ谷３３、３４、字家ノ浦乙２９の３、字西

ノ尾乙３０の１、字芋尻乙３２の１、乙３３の１５

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字西ノ谷３３・３４・字家ノ浦乙２９の３・字芋尻乙３２の１・

乙３３の１５（以上５筆について、次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

四国中央市金生町山田井字沼ヶ谷乙１５０の２３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１１１３号
森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第４条の２第３項の規定による皆伐面積の限度は、次のとおりとする。

平成２１年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

単 位 区 域 保 安 林 の 種 類 面 積
（ヘクタール） 区 域 内 市 町

銅 山 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５６５．３６ 四国中央市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及

び富郷町津根山の各一部に限る。）、四国中央市新宮町、新居浜市（別子山に限
る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２０．１９

金 生 川 ～ 加 茂 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ３８０．１４
新居浜市（別子山を除く。）、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、
大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、
桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、
福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、
吉田、小松町、丹原町を除く。）、西条市小松町（石鎚（字大成、字有川及び字
黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部に限る。）に限る。）、四国中央
市（金砂町平野山、富郷町寒川山及び金砂町小川山並びに富郷町豊坂及び富郷町
津根山の各一部を除く。）、四国中央市土居町

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８２６．７４

中 山 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２０５．５５
西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、
河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新
町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津
屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田に限る。）、西条市小松
町（石鎚（字大成、字有川及び字黒河並びに字諏訪、字戸石及び字横峰の各一部
を除く。）を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部を除く。）、東温
市（滑川及び明河並びに河之内の一部に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ２７０．７８

今 治 地 区

水 源 か ん 養 保 安 林 ５９．４４
今治市（吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前大下、関前岡村、関
前小大下を除く。）、松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、
牛谷、大浦、大河内、大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨
之池、粟井河原、客、儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐
古、猿川、猿川原、下難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北
条辻、常竹、土手内、河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西
谷、萩原、八反地、平林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、
横谷、和田、光洋台、府中、柳原に限る。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３６１．９９

重 信 川

水 源 か ん 養 保 安 林 ２５３．１０

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、伊予市
（中山町、双海町を除く。）、西条市丹原町（関屋及び田滝の各一部に限る。）、
東温市（滑川及び明河並びに河之内の一部を除く。）、伊予郡砥部町（満穂、玉
谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波を除く。）

土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ６２４．５６

小 田 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ２０．７２ 喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、吉野川、

中田渡、上田渡、臼杵、中川（一部を除く。）に限る。）、伊予郡砥部町（満穂、
玉谷、中野川、高市、総津、多居谷、仙波に限る。）、伊予市中山町、双海町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ７０．５７

肱 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ７４０．６０ 大洲市、喜多郡内子町（本川、上川、立石、南山、寺村、小田、日野川、大平、

吉野川、中田渡、上田渡、臼杵、中川を除く。）、西予市宇和町（郷内、西山田
及び山田の各一部を除く。）、野村町（大野ヶ原の一部を除く。）、城川町土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ８９．６０

八 幡 浜 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 １４．５２ 八幡浜市、西宇和郡伊方町、西予市三瓶町、明浜町、宇和町（郷内、西山田及び

山田の各一部に限る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ５０．３５

宇 和 島 地 区
水 源 か ん 養 保 安 林 ６２５．３４

宇和島市（三間町及び野川の一部を除く。）、南宇和郡愛南町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １２０．６５

吉 海 宮 窪 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １７．９９ 今治市吉海町、宮窪町

伯 方 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １９．７８ 今治市伯方町

愛 媛 県 報平成２１年９月１日 第２０９６号
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�愛媛県告示第１１１４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２１年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２１年９月１日から９月１４日まで

�愛媛県告示第１１１５号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

弓 削 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

上 浦 大 三 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３９．２０ 今治市上浦町、大三島町

中 島 地 区 土 砂 流 出 防 備 保 安 林 １．４４ 松山市（中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、長
師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木に限る。）

四 万 十 川
水 源 か ん 養 保 安 林 ５５７．５４

宇和島市（三間町及び野川の一部に限る。）、北宇和郡鬼北町、松野町
土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３８．５３

仁 淀 川 上 流
水 源 か ん 養 保 安 林 ９５０．１３ 上浮穴郡久万高原町、喜多郡内子町（中川の一部に限る。）、西予市野村町（大

野ヶ原の一部に限る。）土 砂 流 出 防 備 保 安 林 ３７．８７

東 予 干 害 防 備 保 安 林 １９．１０

四国中央市（上柏町、下柏町、村松町、三島朝日一丁目、三島朝日二丁目、三島
朝日三丁目、三島紙屋町、三島宮川一丁目、三島宮川二丁目、三島宮川三丁目、
三島宮川四丁目、三島中央一丁目、三島中央二丁目、三島中央三丁目、三島中央
四丁目、三島中央五丁目、三島金子一丁目、三島金子二丁目、三島金子三丁目、
中曽根町、中之庄町、具定町、寒川町、豊岡町大町、豊岡町豊田、豊岡町長田、
豊岡町五良野、豊岡町岡銅、富郷町寒川山、富郷町豊坂、富郷町津根山、金砂町
小川山、金砂町平野山に限る。）、新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今
在家、円海寺、大新田、大野、上市、河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、
国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、
広江、広岡、福成寺、北条、三津屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、
安用出作、吉田、丹原町に限る。）

中 予 干 害 防 備 保 安 林 ４．１４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）

南 予 干 害 防 備 保 安 林 １８．６２ 八幡浜市、北宇和郡鬼北町、南宇和郡愛南町（正木、増田、小山、中川、広見、
満倉、上大道、一本松に限る。）

東 予 保 健 保 安 林 １７．９４

新居浜市、西条市（明理川、石田、石延、今在家、円海寺、大新田、大野、上市、
河之内、河原津、河原津新田、喜多台、楠、国安、黒谷、桑村、実報寺、周布、
新市、新町、高田、玉之江、旦之上、壬生川、広江、広岡、福成寺、北条、三津
屋、三津屋東、三津屋南、宮之内、三芳、安用、安用出作、吉田、丹原町を除く。）

今 治 地 区 保 健 保 安 林 ２９．３４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原に限る。）、今治市玉川町、波方町

中 予 保 健 保 安 林 １３．８４

松山市（安居島、浅海原、浅海本谷、磯河内、猪木、院内、牛谷、大浦、大河内、
大西谷、小川、尾儀原、小山田、片山、鹿峰、上難波、鴨之池、粟井河原、客、
儀式、久保、河野高山、小川谷、立岩米之野、才之原、佐古、猿川、猿川原、下
難波、庄、庄府、常保免、苞木、善応寺、高田、滝本、北条辻、常竹、土手内、
河野中須賀、中通、中西内、中西外、立岩中村、夏目、西谷、萩原、八反地、平
林、麓、河野別府、北条、本谷、宮内、安岡、正岡神田、横谷、和田、光洋台、
府中、柳原、中島粟井、宇和間、中島大浦、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、
長師、饒、野忽那、畑里、二神、宮野、睦月、元怒和、吉木を除く。）、東温市
（上村、牛渕、上林、北野田、志津川、下林、田窪、西岡、野田一丁目、野田二
丁目、野田三丁目、樋口、南野田、見奈良、山之内、横河原に限る。）、上浮穴
郡久万高原町（東明神、西明神、入野、久万、上野尻、下野尻、菅生、上畑野川、
下畑野川、直瀬、露峰、二名、父野川、柳井川、中津、西谷に限る。）、喜多郡
内子町（中川の一部に限る。）

八 幡 浜 ～ 肱 川 保 健 保 安 林 ２１．１２ 八幡浜市保内町、西予市三瓶町、野村町、城川町

宇和島～四万十川 保 健 保 安 林 ３．７８ 宇和島市（吉田町、三間町、津島町を除く。）、北宇和郡松野町

弓 削 地 区 保 健 保 安 林 ３．１０ 越智郡上島町（生名、岩城、魚島を除く。）

注 銅山川、金生川～加茂川、中山川、今治地区、重信川、仁淀川上流、肱川、宇和島地区及び四万十川には、国有林を含む。
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公 告

�公 告

毒物劇物取扱者試験の合格者について

平成２１年８月１１日に実施した毒物劇物取扱者試験の合格者は、次

のとおりである。

平成２１年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

一般

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

１０００５ １０００６ １０００７ １００１４

１００２３ １００２４ １００２８ １００２９

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成２１年９月１日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

一級河川肱川水系久
米川 久米川左岸堤防 大洲市阿蔵字フルカワ甲１６０５番２から大洲市阿蔵字フルカワ甲１６４１番２ 道路管理者 大洲市

大洲市大洲６９０番地１

〃 〃 大洲市阿蔵字フルカワ甲１６０５番２から大洲市阿蔵字ヤナイダ甲１１４１番２地先 〃

〃 久米川右岸堤防 大洲市大洲９０８番１から大洲市大洲９０６番２地先 〃

〃 〃 大洲市大洲７７０番２地先から大洲市大洲９０６番２地先 〃

２ 管理の内容

� 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、別図に

茶色で着色したものをいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、別図に緑色に着色した区域内のものについての維持

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２１年９月１日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１１１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町山鳥坂２８２番から

同町２８３番地先まで
新 ２．６～２．６ ０．０５２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町山鳥坂２８２番から

同町２８３番地先まで
平成２１年９月１日
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１００３１ １００３９ １００４３ １００４４

１００４５ １００５２ １００５３ １００５５

１００６５ １００７２ １００７４ １００７５

１００７６ １００７７ １００７８ １００８３

１００９２

農業用品目

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

２０００２ ２０００８ ２００１６ ２００１９

２００３４ ２００４６ ２００４７ ２００５３

２００５４ ２００５９ ２００７１ ２００７５

２００７８ ２０１０２ ２０１１３ ２０１１４

２０１１５ ２０１１６ ２０１１７ ２０１２０

２０１２１ ２０１２７ ２０１３０ ２０１３５

２０１３６ ２０１４０ ２０１４４ ２０１４９

２０１５１ ２０１５２ ２０１６６ ２０１６７

２０１７８ ２０１８０ ２０１８６ ２０１９８

２０１９９ ２０２００ ２０２２３ ２０２２４

２０２２８ ２０２３２ ２０２３６ ２０２４１

２０２５３ ２０２５４ ２０２５８ ２０２５９

２０２８７ ２０２９３ ２０２９４ ２０２９９

２０３１７

�公 告

技能検定の実施について

職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定に基づき、後期技能検定の実施について次のとおり公示す

る。

平成２１年９月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 実施職種及び等級の区分

技能検定は、次の表の左欄に掲げる職種について、同表の右欄に掲げる等級に区分して実施する。

職 種 等 級

鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金属プレス加工、工場板金、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機
器組立て、半導体製品製造、自動販売機調整、空気圧装置組立て、油圧装置調整、建設機械整備、婦人子供服製造、紳士服製造、
プラスチック成形及びパン製造

特級

金属溶解（鋳鉄誘導炉溶解に係るものに限る。）、鋳造（鋳鋼鋳物鋳造に係るものに限る。）、鉄工（構造物現図に係るものに
限る。）、工場板金（機械板金及び数値制御タレットパンチプレス板金に係るものに限る。）、機械検査、機械保全、電気機器
組立て（シーケンス制御に係るものに限る。）、半導体製品製造、自動販売機調整、空気圧装置組立て、油圧装置調整、農業機
械整備、冷凍空気調和機器施工、婦人子供服製造（婦人子供既製服パターンメーキング及び婦人子供既製服縫製に係るものに限
る。）、和裁、帆布製品製造、強化プラスチック成形（エポキシ樹脂積層防食及びビニルエステル樹脂積層防食に係るものに限
る。）、石材施工（石材加工に係るものに限る。）、パン製造、菓子製造、水産練り製品製造、酒造、建築大工、かわらぶき、
配管、型枠施工、鉄筋施工（鉄筋組立てに係るものに限る。）、コンクリート圧送施工、防水施工（アスファルト防水工事、合
成ゴム系シート防水工事、塩化ビニル系シート防水工事及び改質アスファルトシートトーチ工法防水工事に係るものに限る。）、
カーテンウオール施工、ガラス施工、テクニカルイラストレーション（テクニカルイラストレーション手書きに係るものに限る。）、
機械・プラント製図（機械製図手書き及び機械製図ＣＡＤに係るものに限る。）、電気製図、金属材料試験及び塗装（鋼橋塗装
に係るものに限る。）

１級及び２級

電子回路接続、樹脂接着剤注入施工及びバルコニー施工 等級を区分しない

機械検査、電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て及びシーケンス制御に係るものに限る。）、冷凍空気調和機器施工、和裁、
建築大工、配管、テクニカルイラストレーション（テクニカルイラストレーション手書きに係るものに限る。）、機械・プラン
ト製図（機械製図手書きに係るものに限る。）及び電気製図

３級

２ 試験の方法

実技試験及び学科試験

３ 実施期日及び実施場所

� 実施期日

ア 実技試験

平成２１年１１月３０日（月）から平成２２年２月２１日（日）までの間において、愛媛県職業能力開発協会が指定する日

イ 学科試験

愛 媛 県 報平成２１年９月１日 第２０９６号
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実施職種ごとに、次の表のとおりとする。

職 種 等 級 実 施 期 日

金属溶解（鋳鉄誘導炉溶解に係るものに限る。）、機械検査、電気機器組立て（シーケンス制御に係る
ものに限る。）、婦人子供服製造（婦人子供既製服パターンメーキング及び婦人子供既製服縫製に係る
ものに限る。）、菓子製造、配管、型枠施工、鉄筋施工、ガラス施工及び金属材料試験

１級及び２級
平成２２年１月２４日�

機械検査、電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て及びシーケンス制御に係るものに限る。）及び配管 ３級

鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金属プレス加工、工場板金、仕上げ、機械検査、機械保全、
電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、自動販売機調整、空気圧装置組立て、油圧装置調
整、建設機械整備、婦人子供服製造、紳士服製造、プラスチック成形及びパン製造

特級

平成２２年１月３１日�

鉄工（構造物現図に係るものに限る。）、工場板金（機械板金及び数値制御タレットパンチプレス板金
に係るものに限る。）、自動販売機調整、油圧装置調整、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、強化
プラスチック成形（エポキシ樹脂積層防食及びビニルエステル樹脂積層防食に係るものに限る。）、石
材施工（石材加工に係るものに限る。）、パン製造、水産練り製品製造、酒造、コンクリート圧送施工、
防水施工（アスファルト防水工事、合成ゴム系シート防水工事、塩化ビニル系シート防水工事及び改質
アスファルトシートトーチ工法防水工事に係るものに限る。）、カーテンウオール施工及び機械・プラ
ント製図（機械製図手書き及び機械製図ＣＡＤに係るものに限る。）

１級及び２級

バルコニー施工 等級を区分しない

冷凍空気調和機器施工及び機械・プラント製図（機械製図手書きに係るものに限る。） ３級

鋳造（鋳鋼鋳物鋳造に係るものに限る。）、機械保全、半導体製品製造、空気圧装置組立て、和裁、帆
布製品製造、建築大工、かわらぶき、テクニカルイラストレーション（テクニカルイラストレーション
手書きに係るものに限る。）、電気製図及び塗装（鋼橋塗装に係るものに限る。）

１級及び２級

平成２２年２月７日�電子回路接続及び樹脂接着剤注入施工 等級を区分しない

和裁、建築大工、テクニカルイラストレーション（テクニカルイラストレーション手書きに係るものに
限る。）及び電気製図

３級

� 実施場所

愛媛県職業能力開発協会が指定する場所

４ 技能検定受検申請書の提出期間

平成２１年９月２８日（月）から１０月９日（金）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

５ 技能検定受検申請書の請求先及び提出先

松山市三番町四丁目１０番地１ 愛媛県三番町ビル内

愛媛県職業能力開発協会

平成２１年９月１日 発行
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